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第 １ ４ 章  消 火 設 備 の 基 準 （ 危 政 令 第 ２ ０ 条 ）  

 

第 １  消 火 設 備 の 技 術 上 の 基 準 （ 危 省 令 第 ２ ９ 条 ～ 第 ３ ２ 条 の １ １ ）  

 １  共 通 事 項   

  (1) 消 火 設 備 を ， 他 の 防 火 対 象 物 又 は 製 造 所 等 の 消 火 設 備 と 兼  

   用 す る 場 合 は ， 水 源 ， 予 備 動 力 源 ， 消 火 薬 剤 ， ポ ン プ 設 備 等  

   に つ い て ， 容 量 及 び 能 力 の 大 な る 方 の 基 準 を 満 た す よ う に 設  

   け る こ と 。 た だ し ， 消 火 設 備 の 消 火 範 囲 が 隣 接 し て い る 場 合  

   （ 開 口 部 を 有 し な い 隔 壁 で 区 画 さ れ て い る 場 合 を 除 く 。 ）  

   は ， 同 時 に 使 用 で き る 容 量 及 び 能 力 を 確 保 す る こ と 。   

  (2) 第 １ 種 ， 第 ２ 種 及 び 第 ３ 種 の 消 火 設 備 の 設 置 に 関 し て は ，  

   危 省 令 ， 危 告 不 ， 危 告 ハ 及 び 危 告 泡 に 定 め ら れ た も の の ほ  

   か ， 「 消 火 設 備 及 び 警 報 設 備 に 関 す る 運 用 指 針 」 （ H1 危 24  

   別 紙 ） に よ る こ と 。   

  (3) 第 ３ 種 の 消 火 設 備 に つ い て ， 泡 消 火 設 備 に お け る 固 定 式 及  

   び 移 動 式 ， 不 活 性 ガ ス 消 火 設 備 ， ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備 及 び  

   粉 末 消 火 設 備 に お け る 全 域 放 出 方 式 ， 局 所 放 出 方 式 及 び 移 動  

   式 の そ れ ぞ れ の 区 分 は ， 施 行 令 に お け る 区 分 と 同 様 の も の で  

   あ る こ と 。 （ H1 危 24）   

  (4) 危 省 令 第 ３ ２ 条 の １ ０ た だ し 書 は ， 第 １ 種 ， 第 ２ 種 又 は 第  

   ３ 種 の 消 火 設 備 と 併 設 す る 場 合 の 第 ４ 種 の 消 火 設 備 に つ い て  

   の 緩 和 規 定 で あ り ， 第 ３ ２ 条 の １ １ た だ し 書 は ， 第 １ 種 か ら  

   第 ４ 種 ま で の 消 火 設 備 と 併 設 す る 場 合 の 第 ５ 種 の 消 火 設 備 の  

   緩 和 規 定 で あ る が ， そ れ ぞ れ 第 ４ 種 又 は 第 ５ 種 の 消 火 設 備 の  

   設 置 を 免 除 す る も の で は な く ， 防 護 対 象 物 か ら 設 置 場 所 に 至  

   る 歩 行 距 離 等 に 関 す る 規 定 を 適 用 し な い こ と を 定 め た も の で  

   あ る こ と 。 （ H1 危 24）   

  (5) 消 火 設 備 の 配 管 は ， 危 険 物 の 配 管 に 準 じ て ， 防 食 措 置 を 講  

   じ る こ と 。   
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  (6) 内 燃 機 関 を 原 動 機 と す る 加 圧 送 水 装 置 に つ い て は ， 「 内 燃  

   機 関 を 原 動 機 と す る 加 圧 送 水 装 置 の 構 造 及 び 性 能 の 基 準 」  

   （ H4 危 26） に よ る こ と 。   

  (7) ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備 に つ い て は ， 「 ハ ロ ン 消 火 剤 を 用 い  

   る ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備 ・ 機 器 の 使 用 抑 制 等 に つ い て 」  

   （ H13 危 61， 予 155。 以 下 「 ６ １ 号 通 知 」 と い う 。 ） に よ る  

   こ と 。   

  (8) ガ ス 系 消 火 薬 剤 を 使 用 す る 消 火 設 備 に つ い て は ， 「 危 険 物  

   施 設 に 係 る ガ ス 系 消 火 設 備 の 取 扱 い に つ い て 」 （ H8 危  

   169） に よ る こ と 。   

  (9) 不 活 性 ガ ス 消 火 設 備 の う ち ， 二 酸 化 炭 素 を 消 火 薬 剤 と す る  

   も の の 安 全 対 策 に つ い て は ， 「 二 酸 化 炭 素 消 火 設 備 の 安 全 対  

   策 に つ い て 」 （ H8 危 117， 予 193） 及 び 「 全 域 放 出 方 式 の 二  

   酸 化 炭 素 消 火 設 備 の 安 全 対 策 ガ イ ド ラ イ ン に つ い て 」 （ H9  

   危 85， 予 133）  に よ る こ と 。   

(参 考 ) 製 造 所 等 に お け る 法 第 １ ７ 条 の 適 用 に つ い て （ S42 自 消 予  

   102) 

１  １ 棟 全 部 が 製 造 所 等 で あ る 場 合   

  消 防 用 設 備 等 は 法 第 １ ０ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 適 合 す れ ば よ く ， 法  

 第 １ ７ 条 の 規 定 に 適 合 し な く て も よ い 。 こ れ は ， 製 造 所 等 に 設 置  

 す べ き 消 防 用 設 備 等 に 関 す る 法 第 １ ０ 条 第 ４ 項 の 規 定 は ， 消 防 用  

 設 備 等 の 設 置 に 関 す る 一 般 規 定 た る 法 第 １ ７ 条 に 対 し ， 特 別 法 た  

 る 地 位 を 有 す る も の で あ る か ら で あ る 。   

２  棟 の 一 部 分 に 製 造 所 等 が あ る 場 合   

  製 造 所 等 の 部 分 は 法 第 １ ０ 条 第 ４ 項 に よ り 設 置 し ， こ れ を 除 い  

 た 部 分 に は 法 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ る 消 防 用 設 備 等 を 設 置 す る 。   

 ２  著 し く 消 火 困 難 な 製 造 所 等 の 消 火 設 備 （ 危 省 令 第 ３ ３ 条 ）  

  (1) 「 消 火 活 動 上 有 効 な 床 面 か ら の 高 さ 」 の 高 さ の 算 定 の 起 点  

   と な っ て い る 消 火 活 動 上 有 効 な 床 面 と は ， 必 ず し も 建 築 物 の  

   床 面 に 限 ら れ る も の で は な く ， 火 災 時 に お い て 第 ４ 種 の 消 火  
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   設 備 等 に よ る 消 火 活 動 を 有 効 に 行 い 得 る も の で な け れ ば な ら  

   な い こ と 。 （ H1 危 24）  

  (2) 地 盤 面 若 し く は 消 火 活 動 上 有 効 な 床 面 か ら の 高 さ が ６ メ ー  

   ト ル 以 上 の 部 分 に お い て 危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 （ 第 １ 項 第 １  

   号 ）  

    「 地 盤 面 若 し く は 消 火 活 動 上 有 効 な 床 面 か ら の 高 さ が ６ メ  

   ー ト ル 以 上 の 部 分 に お い て 危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 」 と し て 高  

   さ が ６ メ ー ト ル 以 上 の 精 留 塔 な ど の 塔 槽 類 ， タ ン ク 類 等 が あ  

   る こ と 。 （ H1 危  64） ま た ， タ ン ク の 高 さ の 算 定 は ， 地 盤 面  

   又 は 床 面 か ら タ ン ク 側 板 の 最 上 段 の 上 端 ま で の 高 さ と す る こ  

   と 。   

  (3) 開 口 部 の な い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 （ 第 １ 項 第 １ 号 ,第 ２ 号 , 

   第 ４ 号 ）   

    「 開 口 部 の な い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 で 区 画 」 と は ， 壁 及 び  

   床 を 障 壁 と し ， 出 入 口 ， 窓 ， 換 気 ダ ク ト ， 煙 突 等 の 開 口 部 を  

   設 け な い こ と 。 た だ し ， 「 隔 壁 等 を 貫 通 す る 配 管 等 の 基 準 」  

   （ 別 記 ４ の ２ ） を 満 た す 配 管 等 に あ っ て は こ の 限 り で は な い 。  

  (4) 火 災 の と き 煙 が 充 満 す る お そ れ の あ る 場 所 （ 第 ２ 項 第 １ 号 ）   

    危 省 令 第 ３ ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 表 中 の 「 火 災 の と き 煙 が 充  

   満 す る お そ れ の あ る 場 所 」 に は ， 上 屋 の み で 壁 が 設 け ら れ て  

   い な い 場 所 は 該 当 し な い も の で あ る こ と 。 （ H1 危 64) 

  (5) 可 燃 性 の 蒸 気 又 は 可 燃 性 の 微 粉 が 滞 留 す る お そ れ が あ る 建  

   築 物 又 は 室 （ 第 ２ 項 第 ２ 号 ）   

    「 可 燃 性 の 蒸 気 又 は 可 燃 性 の 微 粉 が 滞 留 す る お そ れ が あ る  

   建 築 物 又 は 室 」 と は ， 「 換 気 設 備 及 び 可 燃 性 蒸 気 等 の 排 出 設  

   備 の 設 置 基 準 」 （ 別 記 １ ） の 別 表 に お い て ， 自 動 強 制 排 出 設  

   備 又 は 強 制 排 出 設 備 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 建 築 物 又 は 室  

   と す る こ と 。   

    な お ， 棟 の 中 に 複 数 の 当 該 室 が あ る 場 合 は ， 複 数 の 室 で 有  

   効 に 使 用 で き る 位 置 に 消 火 設 備 を 配 置 す る こ と に よ り ， す べ  

   て の 室 内 に 設 け な い こ と が で き る 。   

  (6) 著 し く 消 火 困 難 な 製 造 所 等 に 存 す る ２ ０ 号 タ ン ク の う ち ，  
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   屋 外 に あ る も の 及 び 屋 内 に あ る も の に 係 る 消 火 設 備 に つ い て  

   は ， そ れ ぞ れ 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 ， 屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 の 消 火 設  

   備 の 基 準 を 準 用 す る こ と 。   

  (7) 第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備 を 設 置 す る 際 は ， 危 政 令 別 表 第  

   ５ に 基 づ き ， 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 貯 蔵 又 は 取 り 扱 う 危  

   険 物 双 方 に 適 応 す る 消 火 設 備 を 設 置 す る よ う 指 導 す る こ と 。    

    貯 蔵 又 は 取 り 扱 う 危 険 物 に 対 す る 第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設  

   備 が 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 に 適 応 し て い な い 場 合 で ， 次 の 全  

   て に 適 合 す る 場 合 は ， 危 政 令 第 ２ ３ 条 を 適 用 し ， 建 築 物 そ の  

   他 の 工 作 物 に 対 す る 第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備 に つ い て は 設  

   け な い こ と が で き る 。 （ H10 危 90）  

   ア  全 域 放 出 方 式 の 不 活 性 ガ ス 消 火 設 備 又 は ハ ロ ゲ ン 化 物 消  

    火 設 備 を 設 け る 。   

   イ  第 ５ 種 の 消 火 設 備 を 歩 行 距 離 ２ ０ メ ー ト ル 以 下 と な る よ  

    う に 設 け る 。 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 ， 危 険 物 又 は 電 気 設 備  

    用 の も の と 兼 用 し て よ い 。 ）    

   ウ  内 装 は 不 燃 材 料 で 仕 上 げ ， 室 内 に は 必 要 最 小 限 の も の を  

    除 き 可 燃 物 を 存 置 し な い 。   

 ３  第 ４ 種 消 火 設 備 （ 危 省 令 第 ３ ２ 条 の １ ０ ）   

  (1) 第 ４ 種 消 火 設 備 は ， 階 ご と に 歩 行 距 離 が ３ ０ ｍ 以 下 と な る  

   よ う 設 け る こ と 。  

  (2) 第 １ 種 ， 第 ２ 種 又 は 第 ３ 種 の 消 火 設 備 と 併 置 す る 場 合 に あ  

   っ て は ， 施 設 に １ 本 あ れ ば 規 定 に 適 合 す る こ と と な る が ， 階  

   ご と に 設 け る よ う 指 導 す る こ と 。   

 ４  第 ５ 種 消 火 設 備 （ 危 省 令 第 ３ ２ 条 の １ １ ）   

  (1) 能 力 単 位 の 算 定 に お い て は ， 第 ４ 類 の 危 険 物 に つ い て は Ｂ  

   火 災 の 能 力 単 位 で 算 定 し ， そ の 他 の 危 険 物 に つ い て は Ａ 火 災  

   の 能 力 単 位 で 算 定 す る 。 （ 消 火 器 規 格 省 令 第 １ 条 の ２ 第 １ ３  

   号 ， 第 １ ４ 号 ）  

  (2) 第 １ 種 か ら 第 ４ 種 ま で の 消 火 設 備 と 併 置 す る 場 合 に あ っ て  

   は ， 階 ご と に 設 け る よ う 指 導 す る こ と 。   
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  (3) 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 ， 危 険 物 及 び 電 気 設 備 に 対 応 し た 第  

   ５ 種 の 消 火 設 備 を ， そ れ ぞ れ 計 算 に 基 づ く 必 要 数 設 置 し た 場  

   合 で あ っ て も ， 防 護 対 象 の 各 部 か ら 歩 行 距 離 ２ ０ メ ー ト ル 以  

   内 に 設 置 す る こ と が で き な い 場 合 は ， 同 種 消 火 設 備 を 追 加 し  

   て 設 置 す る 必 要 が あ る 。 （ 地 下 タ ン ク 貯 蔵 所 ， 簡 易 タ ン ク 貯  

   蔵 所 ， 移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 ， 給 油 取 扱 所 及 び 販 売 取 扱 所 を 除  

   く ） ま た ， そ の 場 合 の 消 火 設 備 は ， 同 消 火 設 備 の 防 護 範 囲  

   （ 歩 行 距 離 ２ ０ メ ー ト ル ） 内 の 防 護 対 象 物 に 対 応 し た も の と  

   す る 必 要 が あ る も の  

 ５  電 気 設 備 の 消 火 設 備 （ 危 省 令 第 ３ ６ 条 ）   

  (1) 「 電 気 設 備 」 と は ， 照 明 設 備 ， コ ン セ ン ト 等 の あ ら ゆ る 電  

   気 設 備 を い う こ と 。   

  (2) 「 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 」 と は ， 建 築 物 内 の 電 気 設 備  

   の あ る 室 の 面 積 を 合 算 し た 面 積 を い う こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  １４－6  

第 ２  各 施 設 別 の 算 定 基 準   

 １  給 油 取 扱 所  

  (1) 設 置 区 分   

区  分   施 設 規 模 等   

著 し く 消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ３ 条 第 1 項 ）   

1  一 方 開 放 型 上 階 付 き 屋 内 給 油 取 扱 所   

2  顧 客 に 自 ら 給 油 等 を さ せ る 給 油 取 扱 所 （ セ ル フ ス タ ン ド ）   

消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ４ 条 第 1 項 ）   

上 記 以 外 の も の で ，  

1  屋 内 給 油 取 扱 所   

2  メ タ ノ ー ル 又 は エ タ ノ ー ル を 取 り 扱 う 給 油 取 扱 所   

そ の 他   

（ 危 省 令 第 ３ ５ 条 ）   

上 記 以 外 の も の   

  

  (2) 著 し く 消 火 困 難 と な る 給 油 取 扱 所   

   ア  一 方 開 放 型 上 階 付 き 屋 内 給 油 取 扱 所   

    (ｱ) 第 ３ 種 固 定 式 泡 消 火 設 備   

      そ の 放 射 能 力 範 囲 が ， 固 定 給 油 設 備 及 び 固 定 注 油 設 備  

     を 中 心 と し た 半 径 ３ ｍ の 範 囲 及 び 漏 え い 局 限 化 設 備 を 包  

     含 す る よ う に 設 け る こ と 。 （ H1 危 15） そ の 他 「 泡 消 火  

     設 備 の 基 準 」 （ 別 記 ９ の ３ ） に よ る こ と 。   

    (ｲ) 第 ４ 種 消 火 設 備  

      そ の 放 射 能 力 範 囲 が ， 可 燃 性 蒸 気 の 滞 留 す る お そ れ が  

     あ る 建 築 物 又 は 室 を 包 含 （ 歩 行 距 離 ３ ０ メ ー ト ル 以 内 ）  

     す る よ う に 設 け る こ と 。  

    (ｳ) 第 ５ 種 消 火 設 備  

     ａ  建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ  

      う 設 け る こ と 。 （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

       な お ， 屋 外 に あ る 工 作 物 は ， 外 壁 を 耐 火 構 造 と し ，  

      か つ ， 工 作 物 の 水 平 最 大 面 積 を 建 坪 と す る 建 築 物 と み  

      な し て 所 要 単 位 を 算 定 す る こ と 。   
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      (a) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造   

 

 

 

 

      (b) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造 以 外   

 

 

 

 

 

 

 

     ｂ  危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設 け る こ と 。  

       （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ｂ 単 位 で 計 算 ）   

 

 

 

 

 

     ｃ  電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に １ 個 以 上  

      設 け る こ と 。   

       な お ， 「 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 」 と は ， 原 則 ，  

      建 築 物 （ キ ャ ノ ピ ー を 含 む 。 ） の 延 べ 面 積 を い い ， 屋  

      外 の 設 備 に つ い て は 算 定 し な い 。   

 

 

 

 

     ｄ  合 計 必 要 本 数  

       Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ （ 本 ） 以 上   

１００㎡  

延べ面積  
＝  X  （所要単位）  

 ５０㎡  

延べ面積  
＝  y  （所要単位）  

消火器の能力単位  

x＋ y  
＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  
＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

 １００㎡  

電気設備のある場所の面

積  
＝  C（本）（小数点以下切上げ）  
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   イ  セ ル フ ス タ ン ド （ 一 方 開 放 型 上 階 付 き 屋 内 給 油 取 扱 所 は  

    ア の 基 準 に よ る 。 ）   

    (ｱ) 第 ３ 種 固 定 式 泡 消 火 設 備 （ パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設  

     備 ）  

      危 険 物 （ 引 火 点 が ４ ０ ℃ 未 満 で 顧 客 が 自 ら 扱 う も の に  

     限 る 。 ） を 包 含 す る よ う に 設 け る こ と 。   

      そ の 他 「 泡 消 火 設 備 の 基 準 」 （ 別 記 ９ の ３ ） に よ る こ  

     と 。   

    (ｲ) 第 ４ 種 消 火 設 備   

      そ の 放 射 能 力 範 囲 が ， 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険  

     物 （ 第 ３ 種 の 消 火 設 備 に よ り 包 含 さ れ る も の を 除 く 。 ）  

     を 包 含 （ 歩 行 距 離 ３ ０ メ ー ト ル 以 内 ） す る よ う に 設 け る  

     こ と 。   

      な お ， 可 燃 性 蒸 気 の 滞 留 す る お そ れ が あ る 建 築 物 又 は  

     室 に は ， 別 途 設 け な く て 差 し 支 え な い 。   

    (ｳ) 第 ５ 種 消 火 設 備   

     ａ  危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に 達 す る よ  

      う 設 け る こ と 。 （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ｂ 単 位 で 計 算 ）   

 

 

 

 

     ｂ  電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に １ 個 以 上  

      設 け る こ と 。  

       な お ， 「 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 」 と は ， 原 則 ，    

      建 築 物 （ キ ャ ノ ピ ー を 含 む 。 ） の 延 べ 面 積 を い い ， 屋  

      外 の 設 備 に つ い て は 算 定 し な い 。   

 

 

 

 

 

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  
×  1 / 5  ＝  A（本）（小数点以下切上げ）  
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     ｃ  合 計 必 要 本 数   

       Ａ ＋ Ｂ （ 本 ） 以 上   

  (3) 消 火 困 難 と な る 給 油 取 扱 所  

   ア  第 ４ 種 消 火 設 備   

     そ の 放 射 能 力 範 囲 が ， 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物  

    を 包 含 （ 歩 行 距 離 ３ ０ ｍ 以 内 ） す る よ う に 設 け る こ と 。   

     た だ し ， 第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当  

    該 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て ， 第 ４ 種 の 消 火 設  

    備 を 設 け な い こ と が で き る 。   

     な お ， 泡 の 大 型 消 火 器 の 設 置 を 指 導 す る こ と 。   

   イ  第 ５ 種 消 火 設 備   

    (ｱ) 危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に 達 す る よ う  

     設 け る こ と 。 （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ｂ 単 位 で 計 算 ）  

 

 

 

 

 

    (ｲ) 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に １ 個 以 上 設  

     け る こ と 。   

      な お ， 「 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 」 と は ， 原 則 ， 建  

     築 物 （ キ ャ ノ ピ ー を 含 む 。 ） の 延 べ 面 積 を い い ， 屋 外 の  

     設 備 に つ い て は 算 定 し な い 。 た だ し ， 建 築 物 が 一 切 な い  

     場 合 は ， 電 気 設 備 用 と し て １ 個 設 け る こ と 。   

 

 

 

 

 

    (ｳ) 合 計 必 要 本 数   

      Ａ ＋ Ｂ （ 本 ） 以 上   

  (4) そ の 他 の 給 油 取 扱 所  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  
×  1 / 5  ＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

１００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  B（本）（小数点以下切上げ）  
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   ア  建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設  

    け る こ と 。 ※ （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

     な お ， 屋 外 に あ る 工 作 物 は ， 外 壁 を 耐 火 構 造 と し ， か つ ，  

    工 作 物 の 水 平 最 大 面 積 を 建 坪 と す る 建 築 物 と み な し て 所 要  

    単 位 を 算 定 す る こ と 。   

    (ｱ) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造   

 

 

 

    (ｲ) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造 以 外   

 

 

 

 

 

 

   イ  危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設 け る こ と 。  

     ※ （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ｂ 単 位 で 計 算 ）   

 

 

 

 

   ウ  電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に １ 個 以 上 設 け  

    る こ と 。  

     な お ， 「 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 」 と は ， 原 則 ， 建 築  

    物 （ キ ャ ノ ピ ー を 含 む 。 ） の 延 べ 面 積 を い い ， 屋 外 の 設 備  

    に つ い て は 算 定 し な い 。 た だ し ， 建 築 物 が 一 切 な い 場 合 は ，  

    電 気 設 備 用 と し て １ 個 設 け る こ と 。  

 

 

 

１００㎡  

延べ面積  
＝  X  （所要単位）  

５０㎡  

延べ面積  
＝  y  （所要単位）  

 消火器の能力単位  

x＋ y  
＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  
＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  C（本）（小数点以下切上げ）  
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   エ  合 計 必 要 本 数  

     Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ （ 本 ） 以 上   

※  第 １ 種 ～ 第 ４ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当 該 設 備 の 放 射 能  

 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て 第 ５ 種 の 消 火 設 備 を ， そ の 能 力 単 位 の 数  

 値 が 当 該 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に な る よ う に 設 け る こ と  

 を も っ て 足 り る 。   

  (5) 給 油 取 扱 所 の 第 ５ 種 消 火 設 備   

    第 ５ 種 消 火 設 備 に あ っ て は ， 次 に よ る よ う 指 導 す る こ と 。   

   ア  第 ５ 種 消 火 設 備 は ， 小 型 消 火 器 と す る 。   

   イ  危 険 物 に 対 す る 消 火 器 は ， 機 械 泡 消 火 器 の 比 率 を 概 ね 半  

    数 以 上 と な る よ う に 設 置 す る 。  

     な お ， 機 械 泡 消 火 器 及 び 粉 末 消 火 器 の 能 力 単 位 は 異 な る  

    た め 留 意 す る こ と 。   

   ウ  粉 末 消 火 器 に あ っ て は １ ０ 型 以 上 ， 機 械 泡 消 火 器 に あ っ  

    て は ６ 型 以 上 ， 化 学 泡 消 火 器 に あ っ て は １ ０ 型 以 上 の も の  

    と す る 。  

   エ  ア ル コ ー ル 燃 料 等 の 危 険 物 を 取 り 扱 う 場 合 は ， 性 状 を 勘  

    案 し て 適 切 な 消 火 器 を 設 置 す る 。   
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 ２  屋 内 貯 蔵 所  

  (1) 設 置 区 分   

区  分   

施 設 規 模 等   

右 欄 以 外 の も の   

第 ２ 類 ， 第 ４ 類 の み

（ 引 火 性 固 体 ， ７ ０  

℃  未 満 の も の を 除

く 。 ）   

高 引 火 点 危

険 物 の み  

著 し く 消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ３ 条  

第 １ 項 ）  

軒 高 ６ ｍ 以 上 の 平 家 建 の も の   

１ ５ ０ 倍 以 上 の 危 険 物 （ 火 薬 該 当 危 険 物 を 除 く 。 ） を

貯 蔵 す る も の   

－   

１  延 べ 面 積 １ ５ ０ ㎡ を 超 え る

も の （ １ ５ ０ ㎡ 以 内 ご と に 開

口 部 の な い 不 燃 材 料 の 壁 で 区

画 さ れ た も の を 除 く 。 ）  

 

 ２  危 政 令 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 屋

内 貯 蔵 所 （ 他 の 部 分 と 開 口 部

の な い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 で

区 画 さ れ た も の を 除 く 。 ）   

－    

消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ４ 条  

第 １ 項 ）   

上 記 以 外 の も の で ，   

１  危 政 令 第 １ ０ 条 第 ２ 項 の 屋 内 貯 蔵 所   

２  危 省 令 第 １ ６ 条 の ２ の ３ 第 ２ 項 の 特 定 屋 内 貯 蔵 所   

３  延 べ 面 積 １ ５ ０ ㎡ を 超 え る も の   

４  危 政 令 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 屋 内 貯 蔵 所   

１ ０ 倍 以 上 の 危 険 物 （ 火 薬 該 当 危 険 物 を 除 く 。 ） を 貯

蔵 す る も の   

－   

そ の 他   

（ 危 省 令 第 ３ ５ 条 ）   

 

 

※  蓄 電 池 の 屋 内 貯 蔵 所 （ 危 省 令 第 １ ６ 条 の ２ の ８ ～ 第 １ ６ 条 の ２  

 の １ １ ） は ， 消 火 設 備 を 危 省 令 第 ３ ５ 条 の ２ 第 ３ 項 各 号 の 基 準 に  

 適 合 す る よ う に 設 け る こ と 。  
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  (2) 著 し く 消 火 困 難 と な る 屋 内 貯 蔵 所  

   ア  第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備   

     次 に よ り 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物 を 包 含 す る よ  

    う に 消 火 設 備 を 設 け る こ と 。   

区 分   消 火 設 備   

１  軒 高 ６ メ ー ト ル 以 上 の 平 家 建 の も  

 の  

２  危 政 令 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 屋 内 貯 蔵   

 所  

 次 の い ず れ か   

１  ス プ リ ン ク ラ ー 設 備   

２  移 動 式 以 外 の 第 ３ 種 消 火 設 備   

そ の 他 の も の   

 次 の い ず れ か   

１  屋 外 消 火 栓 設 備   

２  ス プ リ ン ク ラ ー 設 備   

３  移 動 式 泡 消 火 設 備 （ 消 火 栓 を 屋 外 に 設  

 け る も の に 限 る 。 ）   

４  移 動 式 以 外 の 第 ３ 種 消 火 設 備   

   イ  第 ４ 種 消 火 設 備  

     下 記 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ， 当 該 危 険 物 の 火 災 の  

    消 火 に 有 効 な 位 置 に 第 ４ 種 消 火 設 備 を 設 け る こ と 。  

    (ｱ) 可 燃 性 の 蒸 気 又 は 可 燃 性 の 微 粉 が 滞 留 す る お そ れ が あ  

     る 建 築 物 又 は 室  

    (ｲ) 作 業 工 程 上 ， 消 火 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 に 当 該 施 設 に お  

     い て 貯 蔵 又 は 取 り 扱 う 危 険 物 の 全 部 を 包 含 で き な い 場 合  

   ウ  第 ５ 種 消 火 設 備  

    (ｱ) 可 燃 性 の 蒸 気 又 は 可 燃 性 の 微 粉 が 滞 留 す る お そ れ が あ  

     る 建 築 物 又 は 室 に は ， 危 険 物 の 所 用 単 位 の 数 値 に 達 す る  

     よ う 設 け る こ と 。 （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計  

     算 ）  

 

 

 

    (ｲ) 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に ， 消 火 設 備  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  
＝  A（本）（小数点以下切上げ）  
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     を １ 個 以 上 設 け る こ と 。   

 

 

 

 

    (ｳ) 第 ５ 種 消 火 設 備 の 合 計 必 要 本 数   

      Ａ ＋ Ｂ （ 本 ） 以 上   

  (3) 消 火 困 難 と な る 屋 内 貯 蔵 所  

   ア  第 ４ 種 消 火 設 備  

     そ の 放 射 能 力 範 囲 が ， 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物  

    を 包 含 （ 歩 行 距 離 ３ ０ ｍ 以 内 ） す る よ う に 設 け る こ と 。   

     た だ し ， 第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当  

    該 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て ， 第 ４ 種 の 消 火 設  

    備 を 設 け な い こ と が で き る 。   

   イ  第 ５ 種 消 火 設 備   

    (ｱ) 危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に 達 す る よ う  

     設 け る こ と 。 （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

 

 

 

 

    (ｲ) 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に １ 個 以 上 設  

     け る こ と 。  

 

 

 

 

    (ｳ) 合 計 必 要 本 数   

      Ａ ＋ Ｂ （ 本 ） 以 上   

      （ 面 積 １ ０ ㎡ 未 満 の 屋 内 貯 蔵 所 に つ い て は ， Ａ と Ｂ を  

     兼 用 し て 差 し 支 え な い も の と す る 。 ）   

１００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  
×  1 / 5  ＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

１００㎡  

電気設備のある場所の面積  

＝  B（本）（小数点以下切上げ）  
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  (4) そ の 他 の 屋 内 貯 蔵 所  

   ア  建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設  

    け る こ と 。 ※ （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

    (ｱ) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造   

 

 

 

 

    (ｲ) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造 以 外   

 

 

 

 

 

 

 

   イ  危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設 け る こ と 。  

     ※ （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

 

 

 

 

   ウ  電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に １ 個 以 上 設 け  

    る こ と 。  

 

 

 

 

   エ  合 計 必 要 本 数   

     Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ （ 本 ） 以 上  

     （ 面 積 １ ０ ㎡ 未 満 の 屋 内 貯 蔵 所 に つ い て は ， Ａ と Ｃ を 兼  

１５０㎡  

延べ面積  
＝  X  （所要単位）  

７５㎡  

延べ面積  
＝  ｙ  （所要単位）  

消火器の能力単位  

x＋ y  
＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  

＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  C（本）（小数点以下切上げ）  
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    用 し て 差 し 支 え な い も の と す る 。 ）  

※  第 １ 種 ～ 第 ４ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当 該 設 備 の 放 射 能  

 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て 第 ５ 種 の 消 火 設 備 を ， そ の 能 力 単 位 の 数  

 値 が 当 該 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に な る よ う に 設 け る こ と  

 を も っ て 足 り る 。   

  (5) 蓄 電 池 の 屋 内 貯 蔵 所  

    蓄 電 池 の 屋 内 貯 蔵 所 の 特 例 に よ り 設 置 さ れ る 消 火 設 備 は ，  

   危 省 令 第 ３ ５ 条 の ２ 第 ３ 項 各 号 の 基 準 に よ る ほ か ， 「 危 険 物  

   の 規 制 に 関 す る 政 令 等 の 一 部 改 正 に 伴 う 蓄 電 池 に よ り 貯 蔵 さ  

   れ る 危 険 物 の み を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う 屋 内 貯 蔵 所 の 運 用 に  

   つ い て 」 （ R5 危 361） に よ る こ と 。  
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 ３  製 造 所 及 び 一 般 取 扱 所  

  (1) 設 置 区 分  

   ア  製 造 所   

区  分   

施 設 規 模 等   

右 欄 以 外 の も の   

高 引 火 点 危

険 物 の み   

著 し く 消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ３ 条 第

１ 項 ）   

延 べ 面 積 １ ， ０ ０ ０ ㎡ を 超 え る も の   

１  １ ０ ０ 倍 以 上 の 危 険 物 （ 火 薬 該 当 危 険 物 を 除 く 。 ）  

 を 取 り 扱 う も の   

２  高 さ ６ ｍ 以 上 の 部 分 に お い て 危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備  

 を 有 す る も の   

－   

消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ４ 条 第

１ 項 ）   

上 記 以 外 の も の で ， 延 べ 面 積 ６ ０ ０ ㎡ を 超 え る も の  

１ ０ 倍 以 上 の 危 険 物 （ 火 薬 該 当 危 険 物 を 除 く 。 ） を 取 り

扱 う も の   

－   

そ の 他   

（ 危 省 令 第 ３ ５ 条 ）   

上 記 以 外 の も の   
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   イ  一 般 取 扱 所   

区  分   

施 設 規 模 等   

右 欄 以 外 の も の   

高 引 火 点 危 険 物

の み   

著 し く 消 火 困 難

（ 危 省 令 第 ３ ３

条 第 １ 項 ）  

延 べ 面 積 １ ， ０ ０ ０ ㎡ を 超 え る も の   

１  １ ０ ０ 倍 以 上 の 危 険 物 （ 火 薬 該 当 危 険 物 を 除  

 く 。 ） を 取 り 扱 う も の （ 蓄 電 池 設 備 の 一 般 取 扱 所 の  

 う ち ， 屋 外 設 置 の 基 準 に 適 合 す る も の を 除 く ）   

２  高 さ ６ ｍ 以 上 の 部 分 に お い て 危 険 物 を 取 り 扱 う 設  

 備 を 有 す る も の   

３  部 分 設 置 の 一 般 取 扱 所 ※ （ 他 の 部 分 と 開 口 部 の な  

 い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 で 区 画 さ れ た も の を 除 く 。 ）   

－   

消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ４

条 第 １ 項 ）   

上 記 以 外 の も の で ， 延 べ 面 積 ６ ０ ０ ㎡ を 超 え る も の   

１  １ ０ 倍 以 上 の 危 険 物 （ 火 薬 該 当 危 険 物 を 除 く 。 ）  

 を 取 り 扱 う も の （ 蓄 電 池 設 備 の 一 般 取 扱 所 の う ち ，  

 屋 外 設 置 の 基 準 に 適 合 す る も の で ， ３ ０ 倍 未 満 の 危  

 険 物 を 取 り 扱 う も の を 除 く ）  

２  政 令 １ ９ 条 第 ２ 項 の 特 例 施 設 の う ち ， 塗 装 等 ， 洗  

 浄 等 ， 焼 き 入 れ 等 ， ボ イ ラ ー 等 ， 油 圧 装 置 等 ， 切 削  

 装 置 等 ， 熱 媒 体 油 循 環 装 置 の 一 般 取 扱 所  

 

 

 

－  

そ の 他   

（ 危 省 令 第 ３ ５

条 ）  

上 記 以 外 の も の   

※  一 般 取 扱 所 の 用 に 供 す る 部 分 以 外 の 部 分 を 有 す る 建 築 物 に 設 け  

 る 一 般 取 扱 所  
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  (2) 著 し く 消 火 困 難 と な る 製 造 所 及 び 一 般 取 扱 所  

   ア  第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備    

     次 に よ り 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物 を 包 含 す る よ  

    う に 消 火 設 備 を 設 け る こ と 。 （ 高 引 火 点 の 危 険 物 の み を １  

    ０ ０ 度 未 満 の 温 度 で 取 り 扱 う 場 合 は ， 建 築 物 そ の 他 の 工 作  

    物 を 包 含 す る こ と を も っ て 足 り る 。 ）  

区 分   消 火 設 備   

火 災 の と き 煙 が 充 満 す る お そ れ が あ る

場 所 に 設 け る も の   

 次 の い ず れ か   

１  第 ２ 種 消 火 設 備   

２  移 動 式 以 外 の 第 ３ 種 消 火 設 備   

そ の 他 の も の    第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備   

 

   イ  第 ４ 種 消 火 設 備  

     下 記 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ， 当 該 危 険 物 の 火 災 の  

    消 火 に 有 効 な 位 置 に 第 ４ 種 消 火 設 備 を 設 け る こ と 。   

     た だ し ， （ ア ） に 該 当 す る 場 合 に つ い て は ， 第 １ 種 ～ 第  

    ３ 種 の 消 火 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て は ， 第 ４  

    種 の 消 火 設 備 を 設 け な い こ と が で き る 。  

    (ｱ) 高 引 火 点 の 危 険 物 の み を １ ０ ０ 度 未 満 の 温 度 で 取 り 扱  

     う 場 合  

    (ｲ) 可 燃 性 の 蒸 気 又 は 可 燃 性 の 微 粉 が 滞 留 す る お そ れ が あ  

     る 建 築 物 又 は 室   

    (ｳ) 作 業 工 程 上 ， 消 火 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 に 当 該 施 設 に お  

     い て 貯 蔵 又 は 取 り 扱 う 危 険 物 の 全 部 を 包 含 で き な い 場 合  

   ウ  第 ５ 種 消 火 設 備  

    (ｱ) 下 記 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ， 危 険 物 の 所 要 単 位  

     の 数 値 に 達 す る よ う 設 け る こ と 。 （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の  

     他 は Ａ 単 位 で 計 算 ) 

     ａ  高 引 火 点 の 危 険 物 の み を １ ０ ０ 度 未 満 の 温 度 で 取 り  
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      扱 う 場 合  

     ｂ  可 燃 性 の 蒸 気 又 は 可 燃 性 の 微 粉 が 滞 留 す る お そ れ が  

      あ る 建 築 物 又 は 室  

     ｃ  作 業 工 程 上 ， 消 火 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 に 当 該 施 設 に  

      お い て 貯 蔵 又 は 取 り 扱 う 危 険 物 の 全 部 を 包 含 で き な い  

      場 合  

 

 

 

 

    (ｲ) 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に ， 消 火 設 備  

     を １ 個 以 上 設 け る こ と 。   

 

 

 

 

    (ｳ) 第 ５ 種 消 火 設 備 の 合 計 必 要 本 数   

      Ａ ＋ Ｂ （ 本 ） 以 上   

  (3) 消 火 困 難 と な る 製 造 所 及 び 一 般 取 扱 所  

   ア  第 ４ 種 消 火 設 備   

     そ の 放 射 能 力 範 囲 が ， 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物  

    を 包 含 （ 歩 行 距 離 ３ ０ ｍ 以 内 ） す る よ う に 設 け る こ と 。   

     た だ し ， 第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当  

    該 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て ， 第 ４ 種 の 消 火 設  

    備 を 設 け な い こ と が で き る 。   

   イ  第 ５ 種 消 火 設 備   

    (ｱ) 危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に 達 す る よ う  

     設 け る こ と 。 （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

 

 

 

 消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  

＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  
×  1 / 5  ＝  A（本）（小数点以下切上げ）  
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    (ｲ) 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に 1 個 以 上  

     設 け る こ と 。   

 

 

 

 

    (ｳ) 合 計 必 要 本 数   

      Ａ ＋ Ｂ （ 本 ） 以 上   

  (4) そ の 他 の 製 造 所 及 び 一 般 取 扱 所  

   ア  建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設  

    け る こ と 。 ※ （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

    (ｱ) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造   

 

 

 

    (ｲ) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造 以 外   

 

 

 

 

 

 

 

   イ  危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設 け る こ と 。  

     ※ （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

 

 

 

 

 

 

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  

＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

１００㎡  

延べ面積  
＝  X  （所要単位）  

５０㎡  

延べ面積  
＝  y  （所要単位）  

消火器の能力単位  

x＋ y  
＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  

＝  B（本）（小数点以下切上げ）  
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   ウ  電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に １ 個 以 上 設 け  

    る こ と 。  

 

 

 

 

   エ  合 計 必 要 本 数   

     Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ （ 本 ） 以 上   

     （ 面 積 １ ０ ㎡ 未 満 の 製 造 所 及 び 一 般 取 扱 所 に つ い て は ，  

    Ａ と Ｃ を 兼 用 し て 差 し 支 え な い も の と す る 。 ）   

 

※  第 １ 種 ～ 第 ４ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当 該 設 備 の 放 射 能  

 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て 第 ５ 種 の 消 火 設 備 を ， そ の 能 力 単 位 の 数  

 値 が 当 該 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に な る よ う に 設 け る こ と  

 を も っ て 足 り る 。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  C（本）（小数点以下切上げ）  
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 ４  屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所  

  (1) 設 置 区 分   

区  分   

施 設 規 模 等   
 

右 欄 以 外 の も の   

高 引 火 点 ， 第 ６ 類 危 険 物

の み   

固 体 の 危 険 物 の み   

著 し く 消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ３ 条 第

１ 項 ）   

１  液 表 面 積 が ４ ０ ㎡   

 以 上 の も の   

２  タ ン ク の 高 さ ６ ｍ  

 以 上 の 部 分 に お い て  

 危 険 物 を 取 り 扱 う 設  

 備 を 有 す る も の   

－   

 １ ０ ０ 倍 以 上 の 危

険 物 （ 固 体 の 危 険 物

に 限 る ） を 取 り 扱 う

も の   

消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ４ 条 第

１ 項 ）   

上 記 以 外 の も の   －   上 記 以 外 の も の   

そ の 他   

（ 危 省 令 第 ３ ５ 条 ）   

－   全 て   －   

 

  (2) 著 し く 消 火 困 難 と な る 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所  

   ア  第 ３ 種 の 消 火 設 備  

     次 に よ り 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物 を 包 含 す る よ  

    う に 消 火 設 備 を 設 け る こ と 。   

区 分   消 火 設 備   

硫 黄 等 の み を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う も の   

 次 の い ず れ か   

１  水 蒸 気 消 火 設 備   

２  水 噴 霧 消 火 設 備   

 引 火 点 が ７ ０ 度 以 上 の 第 ４ 類 の 危 険 物

の み を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う も の   

 次 の い ず れ か   

１  水 噴 霧 消 火 設 備   

２  固 定 式 の 泡 消 火 設 備   

そ の 他 の も の   固 定 式 の 泡 消 火 設 備   
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   イ  第 ５ 種 の 消 火 設 備   

    (ｱ) 第 ４ 類 の 危 険 物 を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う 場 合 は ， 第 ５  

     種 の 消 火 設 備 を ２ 個 以 上 設 け る こ と 。 ＝ Ａ （ 本 ）  

    (ｲ) 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に ， 消 火 設 備  

     を １ 個 以 上 設 け る こ と 。  

 

 

 

 

 

    (ｳ) 第 ５ 種 消 火 設 備 の 合 計 必 要 本 数  

      Ａ ＋ Ｂ （ 本 ） 以 上   

 

  (3) 消 火 困 難 と な る 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所  

   ア  第 ４ 種 及 び 第 ５ 種 の 消 火 設 備 を そ れ ぞ れ １ 個 以 上 設 け る  

    こ と 。  

     た だ し ， 第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当  

    該 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て ， 第 ４ 種 の 消 火 設  

    備 を 設 け な い こ と が で き る 。  

   イ  電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に ， 消 火 設 備 を  

    １ 個 以 上 設 け る こ と 。   

  (4) そ の 他 の 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所   

   ア  建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設  

    け る こ と 。 ※ （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

     外 壁 を 耐 火 構 造 と し ， か つ ， 屋 外 貯 蔵 タ ン ク の 水 平 最 大  

    面 積 を 建 坪 と す る 建 築 物 と み な し て 所 要 単 位 を 算 定 す る こ  

    と 。  

 

 

 

 

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

１５０㎡  

延べ面積  
＝  X  （所要単位）  

 消火器の能力単位  

x  
＝  A（本）（小数点以下切上げ）  
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   イ  危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設 け る こ と 。  

     ※ （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）  

 

 

 

 

   ウ  電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 100 ㎡ ご と に １ 個 以 上 設 け  

    る こ と 。  

     な お ， 同 面 積 に つ い て は ， 屋 外 貯 蔵 タ ン ク の 水 平 最 大 面  

    積 と す る こ と 。   

 

 

 

 

   エ  合 計 必 要 本 数   

     Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ （ 本 ） 以 上  

     （ 屋 外 貯 蔵 タ ン ク の 水 平 最 大 面 積 が １ ０ ㎡ 未 満 の 屋 外 タ  

    ン ク 貯 蔵 所 に つ い て は ， Ａ と Ｃ を 兼 用 し て 差 し 支 え な い も  

    の と す る 。 ）  

 

※  第 １ 種 ～ 第 ４ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当 該 設 備 の 放 射 能  

 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て 第 ５ 種 の 消 火 設 備 を ， そ の 能 力 単 位 の 数  

 値 が 当 該 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に な る よ う に 設 け る こ と  

 を も っ て 足 り る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  

＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

１００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  C（本）（小数点以下切上げ）  
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 ５  屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所  

  (1) 設 置 区 分   

区  分   

施 設 規 模 等   

右 欄 以 外 の も の   高 引 火 点 ， 第 ６ 類 危 険 物 の み   

著 し く 消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ３ 条 第

１ 項 ）   

１  液 表 面 積 が ４ ０ ㎡ 以 上 の も の   

２  タ ン ク の 高 さ ６ ｍ 以 上 の 部 分 に  

 お い て 危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 を 有  

 す る も の   

３  平 屋 建 て 以 外 の 建 築 物 に 設 け る  

 屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 ※ で 引 火 点 ４ ０  

 度 以 上 ７ ０ 度 未 満 の 危 険 物 を 貯 蔵  

 す る も の （ 他 の 部 分 と 開 口 部 の な  

 い 耐 火 構 造 の 床 又 は 壁 で 区 画 さ れ  

 た も の を 除 く 。 ）   

－   

消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ４ 条 第

１ 項 ）   

上 記 以 外 の も の   －   

そ の 他   

（ 危 省 令 第 ３ ５ 条 ）   

－   全 て   
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  (2) 著 し く 消 火 困 難 と な る 屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所  

   ア  第 ３ 種 の 消 火 設 備  

     次 に よ り 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物 を 包 含 す る よ  

    う に 消 火 設 備 を 設 け る こ と 。  

区 分   消 火 設 備   

硫 黄 等 の み を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う も の  

 次 の い ず れ か   

１  水 蒸 気 消 火 設 備   

２  水 噴 霧 消 火 設 備   

引 火 点 が ７ ０ 度 以 上 の 第 ４ 類 の 危 険 物 の

み を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う も の   

 次 の い ず れ か   

１  水 噴 霧 消 火 設 備   

２  固 定 式 の 泡 消 火 設 備   

３  移 動 式 以 外 の 不 活 性 ガ ス 消 火 設 備   

４  移 動 式 以 外 の ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備   

５  移 動 式 以 外 の 粉 末 消 火 設 備   

そ の 他 の も の   

 次 の い ず れ か   

１  固 定 式 の 泡 消 火 設 備   

２  移 動 式 以 外 の 不 活 性 ガ ス 消 火 設 備   

３  移 動 式 以 外 の ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備   

４  移 動 式 以 外 の 粉 末 消 火 設 備   

 

   イ  第 ４ 種 消 火 設 備   

     下 記 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ， 当 該 危 険 物 の 火 災 の  

    消 火 に 有 効 な 位 置 に 第 ４ 種 消 火 設 備 を 設 け る こ と 。  

    (ｱ) 可 燃 性 の 蒸 気 又 は 可 燃 性 の 微 粉 が 滞 留 す る お そ れ が あ  

     る 建 築 物 又 は 室   

    (ｲ) 作 業 工 程 上 ， 消 火 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 に 当 該 施 設 に お  

     い て 貯 蔵 又 は 取 り 扱 う 危 険 物 の 全 部 を 包 含 で き な い 場 合  

   ウ  第 ５ 種 消 火 設 備  

    (ｱ) 下 記 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ， 危 険 物 の 所 要 単 位  
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     の 数 値 に 達 す る よ う 設 け る こ と 。 （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の  

     他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

     ａ  可 燃 性 の 蒸 気 又 は 可 燃 性 の 微 粉 が 滞 留 す る お そ れ が  

      あ る 建 築 物 又 は 室   

     ｂ  作 業 工 程 上 ， 消 火 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 に 当 該 施 設 に  

      お い て 貯 蔵 又 は 取 り 扱 う 危 険 物 の 全 部 を 包 含 で き な い  

      場 合  

 

 

 

 

    (ｲ) 第 ４ 類 の 危 険 物 を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う 場 合 は ， 第 ５  

     種 の 消 火 設 備 を ２ 個 以 上 設 け る こ と 。 ＝ Ｂ （ 本 ）   

    (ｳ) 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に ， 消 火 設 備  

     を １ 個 以 上 設 け る こ と 。   

 

 

 

 

    (ｴ) 第 ５ 種 消 火 設 備 の 合 計 必 要 本 数   

      （ Ａ 又 は Ｂ の 大 な る 方 ） ＋ Ｃ （ 本 ） 以 上   

  (3) 消 火 困 難 と な る 屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所  

   ア  第 ４ 種 及 び 第 ５ 種 の 消 火 設 備 を そ れ ぞ れ １ 個 以 上 設 け る  

    こ と 。   

     た だ し ， 第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当  

    該 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て ， 第 ４ 種 の 消 火 設  

    備 を 設 け な い こ と が で き る 。   

   イ  電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に ， 消 火 設 備 を  

    １ 個 以 上 設 け る こ と 。   

 

 消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  

＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  C（本）（小数点以下切上げ）  
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  (4) そ の 他 の 屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所   

   ア  建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設  

    け る こ と 。 ※ （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

    (ｱ) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造   

 

 

 

 

    (ｲ) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造 以 外   

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ  危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設 け る こ と 。  

     ※ （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

 

 

 

 

   ウ  電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 100 ㎡ ご と に １ 個 以 上 設 け る  

    こ と 。  

 

 

 

 

１５０㎡  

延べ面積  
＝  X  （所要単位）  

７５㎡  

延べ面積  
＝  ｙ  （所要単位）  

 消火器の能力単位  

x＋ y  
＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  

＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  C（本）（小数点以下切上げ）  
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   エ  合 計 必 要 本 数   

     Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ （ 本 ） 以 上   

     （ 面 積 １ ０ ㎡ 未 満 の 屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 に つ い て は ， Ａ と  

    Ｃ を 兼 用 し て 差 し 支 え な い も の と す る 。 ）   

 

※  第 １ 種 ～ 第 ４ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当 該 設 備 の 放 射 能  

 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て 第 ５ 種 の 消 火 設 備 を ， そ の 能 力 単 位 の 数  

 値 が 当 該 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に な る よ う に 設 け る こ と  

 を も っ て 足 り る 。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  １４－31  

 ６  屋 外 貯 蔵 所   

  (1) 設 置 区 分   

区  分   

施 設 規 模 等   

右 欄 以 外 の も の   

危 政 令 第 １ ６ 条 第 ４ 項 の

屋 外 貯 蔵 所   

高 引 火 点 危 険 物 の み   

著 し く 消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ３ 条 第

１ 項 ）   

 塊 状 の 硫 黄 等 の 囲 い

の 内 部 面 積 の 合 計 が ，  

１ ０ ０ ㎡ 以 上 の も の  

１ ０ ０ 倍 以 上 の 危 険 物 を

取 り 扱 う も の  

―  

消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ４ 条 第

１ 項 ）   

１  塊 状 の 硫 黄 等 の 囲  

 い の 内 部 面 積 の 合 計  

 が ５ ㎡ 以 上 １ ０ ０ ㎡  

 未 満 の も の   

２  １ ０ ０ 倍 以 上 の 危  

 険 物 を 取 り 扱 う も の   

１ ０ 倍 以 上 １ ０ ０ 倍 未 満

の 危 険 物 を 取 り 扱 う も の   

―  

そ の 他   

（ 危 省 令 第 ３ ５ 条 ）   

上 記 以 外 の も の   上 記 以 外 の も の   全 て  

 

  (2) 著 し く 消 火 困 難 と な る 屋 外 貯 蔵 所  

   ア  第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備  

     次 に よ り 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物 を 包 含 す る よ  

    う に 消 火 設 備 を 設 け る こ と 。   

区 分   消 火 設 備   

火 災 の と き 煙 が 充 満 す る お そ れ が あ る

場 所 に 設 け る も の   

次 の い ず れ か   

１  第 ２ 種 消 火 設 備   

２  移 動 式 以 外 の 第 ３ 種 消 火 設 備   

そ の 他 の も の   第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備   
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   イ  第 ５ 種 の 消 火 設 備   

     電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に ， 消 火 設 備 を  

    １ 個 以 上 設 け る こ と 。   

 

 

 

 

  (3) 消 火 困 難 と な る 屋 外 貯 蔵 所  

   ア  第 ４ 種 消 火 設 備   

     そ の 放 射 能 力 範 囲 が ， 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物  

    を 包 含 （ 歩 行 距 離 ３ ０ ｍ 以 内 ） す る よ う に 設 け る こ と 。  

     た だ し ， 第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当  

    該 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て ， 第 ４ 種 の 消 火 設  

    備 を 設 け な い こ と が で き る 。   

   イ  第 ５ 種 消 火 設 備   

    (ｱ) 危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に 達 す る よ う  

     設 け る こ と 。 （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）  

 

 

 

 

    (ｲ) 電 気 設 備 が あ る 場 合 は ， 1 個 以 上 設 け る こ と 。 ＝ Ｂ  

      (本 ) 

    (ｳ) 合 計 必 要 本 数  

      Ａ ＋ Ｂ （ 本 ） 以 上   

 

 

 

 

 

 

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  〇（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  
×  1 / 5  ＝  A（本）（小数点以下切上げ）  
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  (4) そ の 他 の 屋 外 貯 蔵 所  

   ア  建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設  

    け る こ と 。 ※ （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

     な お ， 屋 外 に あ る 工 作 物 は ， 外 壁 を 耐 火 構 造 と し ， か つ ，  

    工 作 物 の 水 平 最 大 面 積 を 建 坪 と す る 建 築 物 と み な し て 所 要  

    単 位 を 算 定 す る こ と 。   

 

 

 

 

 

 

 

   イ  危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設 け る こ と 。  

     ※ （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）  

 

 

 

 

   ウ  電 気 設 備 が あ る 場 合 は ， 1 個 以 上 設 け る こ と 。 ＝ Ｃ  

    （ 本 ）  

   エ  合 計 必 要 本 数   

     Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ （ 本 ） 以 上   

     （ 面 積 １ ０ ㎡ 未 満 の 屋 外 貯 蔵 所 に つ い て は ， Ａ と Ｃ を 兼  

    用 し て 差 し 支 え な い も の と す る 。 ）  

 

※  第 １ 種 ～ 第 ４ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当 該 設 備 の 放 射 能  

 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て 第 ５ 種 の 消 火 設 備 を ， そ の 能 力 単 位 の 数  

 値 が 当 該 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に な る よ う に 設 け る こ と  

 を も っ て 足 り る 。  

  

 

１５０㎡  

延べ面積  
＝  X  （所要単位）  

 消火器の能力単位  

x  
＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  

＝  B（本）（小数点以下切上げ）  
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７  販 売 取 扱 所  

  (1) 設 置 区 分   

区  分   

施 設 規 模 等   

第 １ 種 販 売 取 扱 所   第 ２ 種 販 売 取 扱 所   

消 火 困 難   

（ 危 省 令 第 ３ ４ 条 第

１ 項 ）   

－   全 て   

そ の 他   

（ 危 省 令 第 ３ ５ 条 ）   

全 て   －   

  

  (2) 消 火 困 難 と な る 販 売 取 扱 所  

   ア  第 ４ 種 消 火 設 備  

     そ の 放 射 能 力 範 囲 が ， 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物  

    を 包 含 （ 歩 行 距 離 ３ ０ ｍ 以 内 ） す る よ う に 設 け る こ と 。   

     た だ し ， 第 １ 種 ～ 第 ３ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当  

    該 設 備 の 放 射 能 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て ， 第 ４ 種 の 消 火 設  

    備 を 設 け な い こ と が で き る 。   

   イ  第 ５ 種 消 火 設 備   

    (ｱ) 危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に 達 す る よ う  

     設 け る こ と 。 （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

 

 

 

 

    (ｲ) 電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に １ 個 以 上 設  

     け る こ と 。  

 

 

 

 

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  
×  1 / 5  ＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  B（本）（小数点以下切上げ）  
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    (ｳ) 合 計 必 要 本 数   

      Ａ ＋ Ｂ （ 本 ） 以 上   

  (3) そ の 他 の 販 売 取 扱 所  

   ア  建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設  

    け る こ と 。 ※ （ 消 火 器 の 能 力 単 位 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

    (ｱ) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造   

 

 

 

 

    (ｲ) 建 築 物 の 外 壁 が 耐 火 構 造 以 外   

 

 

 

 

 

 

 

   イ  危 険 物 の 所 要 単 位 の 数 値 に 達 す る よ う 設 け る こ と 。  

     ※ （ ４ 類 は Ｂ 単 位 ， そ の 他 は Ａ 単 位 で 計 算 ）   

 

 

 

 

   ウ  電 気 設 備 の あ る 場 所 の 面 積 １ ０ ０ ㎡ ご と に １ 個 以 上 設 け  

    る こ と 。  

 

 

 

 

 

１００㎡  

延べ面積  
＝  X  （所要単位）  

５０㎡  

延べ面積  
＝  y  （所要単位）  

 消火器の能力単位  

x＋ y  
＝  A（本）（小数点以下切上げ）  

消火器の能力単位  

指定数量の倍数の 1 /1 0  

＝  B（本）（小数点以下切上げ）  

 １００㎡  

電気設備のある場所の面積  
＝  C（本）（小数点以下切上げ）  
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   エ  合 計 必 要 本 数   

     Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ （ 本 ） 以 上  

     （ 面 積 １ ０ ㎡ 未 満 の 販 売 取 扱 所 に つ い て は ， Ａ と Ｃ を 兼  

    用 し て 差 し 支 え な い も の と す る 。 ）  

 

※  第 １ 種 ～ 第 ４ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 は ， 当 該 設 備 の 放 射 能  

 力 範 囲 内 の 部 分 に つ い て 第 ５ 種 の 消 火 設 備 を ， そ の 能 力 単 位 の 数  

 値 が 当 該 所 要 単 位 の 数 値 の ５ 分 の １ 以 上 に な る よ う に 設 け る こ と  

 を も っ て 足 り る 。  


